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（１）処分を行う場合 

特定施設の設置の届出及び特定施設の構造等の変更の届出があった場合で、その届出に係る特定施設が、排出ガス又は排出水

に含まれるダイオキシン類の濃度が排出基準に適合しないと認めるときに、届出を受理した日から６０日以内に限り処分を行う。 
 

（２）処分の内容、程度  
届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法

に関する計画の変更(特定施設の構造等の変更の届出に係る計画の廃止を含む。)又は特定施設の設置の届出に係る計画の廃止を

命ずる。 
 
 

 
・ 排出ガス及び排出水に関する規制は別紙のとおり 

 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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